
抄 録
　2016年10月〜2017年9月まで筆者が併任した審査第一部 調整課 審査システム企画班 審査
システム企画第二係長・審査部情報委員会幹事としての業務の紹介と、初めての併任経験を通
じて得たものについて紹介いたします。

（一財）日本特許情報機構 特許情報研究所 調査研究部 研究企画課 課長代理
（併）知財AIセンター 副主幹　　石川 雄太郎

審査システム企画第二係長・審査部情報委員会
幹事を経験して 〜初めての併任経験で得たものとは〜

います。さらに、審査企画室内のシステム系の部署

である当班と次期検索システム検討WG（現：「高度

システムラボ」）を統括している企画調査官がおり、

審査企画室全体を統括する室長がいます。審査シス

テム企画班は、情報系全般にわたって業務を行って

いますが、特に、第二係長の業務に限っていえば、

問い合わせ対応や審査システム関連の定常業務等

の、派手さはないものの、コツコツと円滑な審査業

務を支援する業務が多くを占めていました。以下に、

審査システム企画第二係長の主な業務を述べます。

（1）問い合わせ対応
　1日数回、クラスタ検索システムやV2システム、

サーチ戦略wiki等のサーチノウハウ共有ツールのエ

ラー、非特許文献蓄積関連等について、審査部から

の問い合わせに対応していました。問い合わせにお

いて、審査官が本当に困っている事象を解決するた

めには、言われたことを言われたとおりに調べるの

ではなく、まずは、何が起こっているかについて、

審査官の問い合わせ内容と、審査に関する情報シス

テムの知識を照らし合わせて特定することが要求さ

れます。その為、問い合わせに回答しているうちに、

これらのシステムについての知識を、徐々に身につ

けることができました。また、小粒の工夫ですが、

着任当初は、クラスタ検索システムや V2システム

のマニュアルや、システム改造を周知する部内会議

資料が全文検索できずに苦労していましたが、後に、

第二係長が管理を担当する業務系の審査部ポータル

サイトの全文検索機能に、マニュアルや部内会議資

1. はじめに

　（一財）日本特許情報機構に出向中の石川 雄太郎

と申します。2016年10月〜2017年9月まで、審

査第一部 調整課 審査システム企画班 審査システム

企画第二係長として併任する機会をいただきまし

た。事務分掌規程によると、審査システム企画班の

業務は、「発明の審査及び実用新案技術評価書の作

成に関する審査システム及び検索情報の開発に関

する企画及び立案並びにその実施のための連絡調

整に関すること。」とありますが、併任業務を通じ、

実際にはそれらに限定されず、多岐にわたる情報系

の業務全般に携わっていることが分かりました。

　本稿によって、庁内の情報系部署の1つである審

査システム企画第二係と、審査部情報委員会（以

下、「情報委員会」という）幹事の業務の一端を皆様

にご紹介することができれば幸いです。

　なお、本文中に記載の見解等は、筆者個人のもの

であり、日本特許庁等の見解ではないこと、及び、

情報委員会や関係各班の役割・業務については、筆

者の併任期間中である 2016年10月〜2017年9月

のものであることを予め申し述べておきたいと思

います。

2.審査システム企画第二係長の業務について

　審査システム企画班は、審査第一部 調整課 審査

企画室内の一部署であり、班長、第一係長（2回目

併任）、第二係長（1回目併任）の3人で構成されて
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ステム等についての業務を着実にこなすことを求

められました。1件1件は小規模ではありますが、

審査部の業務を円滑に進めるためには、漏らさず対

応しなければならないものばかりでした。また、そ

れぞれの業務は、相互にあまり関連がなく、特に異

動の時期等は、同時に膨大な業務が発生するため、

優先度を設定して着手しなければならないところ、

最初はどれをミスすると何が起こるのか全く分か

らなかったこともあり、業務の優先度を設定するの

に苦労しました。

・ 「審査部ポータルサイト」、「情報イントラネット」

の更新・管理

・ 「DNA検索システム」新規利用希望者に対する当
該システムの権限移譲

・ 中日翻訳担当のデータベース調査員への翻訳依頼

と、その進捗管理

・ PCT起案のPDF変換エラーに関して、再起案依頼

を送付

〈調整課内〉
・ 「審査部改善提案ポスト」に対する審査システム

企画班担当分の回答作成

・ 新規入庁者「審査官コード」付与

・「サーチ実務研修」、「審査官補コース研修」の講師

・「知的財産権制度説明会」の講師

・業務量調整の各種システム対応

〈対情報システム室〉
・ 「ワン・ポータル・ドシエ」改造に関する、開発レ

ビュー参加
・各種会議への出席（「中韓文献 翻訳・検索システ

ム」等）

等。

料を含めるよう変更したことによって、問い合わせ

への回答が随分楽になりました。

（2）PC移設対応
　人事異動や新規採用等に伴う PC、プリンタ等の

移設に際し、毎月1回、審査部から提出されたフロ

ア図面を参照して、情報システム室への提出書類を

作成しました。特に、六本木仮庁舎移転に際して

は、1000人を超える審査官の PCやプリンタにつ

いて、全ての事項を提出書類に記載し、ミスが起こ

らないように何度も見直す大がかりな作業になり

ました。

（3）その他
　その他、以下に挙げるような審査に関する情報シ

　改造後のワン・ポータル・ドシエ

〈対審査部〉
・ 審査部からの「併任設定／解除依頼」対応

・ 一元付与サンプルチェック率の更新に使う「一元

移行希望表」送付

図 1
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室 班等 役割

審査企画室
（本庁舎 8F 南）

室長

特許分類企画班
班長

分類企画係長
分類調整係長

検索情報企画班
班長

検索情報企画係長
企画調査官

審査システム企画班
班長

第一係長
第二係長

次期検索システム
検討 WG

補佐
補佐
補佐

審査推進室
（仮庁舎 15F）

室長

電子情報計画班
班長

電子情報計画係長
審査情報業務班 解析管理係長

　 　情報委員会に関連する原課の担当各班（調整課）図 2

（1） 特許審査の取組（年度末）・取組報告（年度当
初）・中間レビュー（下半期当初）

　本年度の取組内容や情報委員会での議論に基づ

いて、次年度の取組等の原案を作成した上で、原課

の各班に担当箇所の起案をお願いしました。同様

に、前年度や上半期の取組を総括する取組報告や中

間レビューについても原案を作成しました。原案を

作成する際には、審査システム企画班以外の関係各

班については、どのような施策に取り組んでいるか

過去の資料を調べたり、各班にヒアリングをしたり

しましたが、これらの経験は、審査部の情報施策を

一通り知る上で大変役に立ちました。また、情報委

員会に出席し、さらに、首席会や、合同部長会に同

席することで、幹部の視点を垣間見ることができた

こともとても勉強になりました。

　また、IJ系PCからセキュアPCへの移行に際し、

既存プリンタより大きな新プリンタを導入するこ

ととなったため、新プリンタが六本木庁舎の各所に

配置できるかを確認する目的で、各審査室のプリン

タを先輩と共に実際に見に行ったり、仮庁舎移転当

日は、地下で配達員の誘導をしたりといった、地道

な業務もありました。

とで、審査官目線から施策をブラッシュアップしま

す。私の併任期間中は、例えば、「サーチガイドラ

イン」や「アトラ」等について、その方針を議論し

決定していました。

　その中で、審査システム企画第二係長は、情報委

員会幹事でもあり、情報委員会の開催メール送付等

のロジ周りを行ったり、必要に応じて原課の担当各

班に議題登録を促したりしていました。その他、情

報委員会幹事としての業務は以下の通りです。

　これらは、泥臭いように思える業務ですが、誰か

がやらなければならず、審査官が日々の審査業務を

滞りなく進める上でなくてはならない大切な仕事

です。一見誰にでもできそうですが、このような仕

事をミスなくこなす諸先輩は、作業の正確性はもち

ろん、抜けている点がないか作業全体を俯瞰するこ

とができたり、合議を取るべき相手を漏れなく選ん

だりしていらっしゃいました。その中でも、ご自身

がミスをしないだけでなく、人のミスを事前にカ

バーして下さる諸先輩方に助けていただいたこと

も多くあり、今でも非常に感謝しております。諸先

輩方の中には、複雑で膨大な定常業務を、そのまま

のやり方でミスをせず行うことができる方も多

かったのですが、当時の私は、これらの定常業務を

ミスなくこなすことが難しいと感じていたので、上

司の指導により、4.に述べるように、自動化等に

よって、最初からミスをしないように業務のやり方

自体を変えることによって、ミスを防ぐことや、業

務自体を効率化するやり方を学びました。

3. 情報委員会における幹事業務について

　情報委員会とは、委員会メンバー（委員長：上席

審査長1名，委員：各部審査長4名）と原課の担当

者が、審査部内の情報施策を検討したり、部内流し

の可否について審議したりする場であり、毎週火，

木曜日の午後に開催されています。年度末には、次

年度の審査部における情報施策を策定し、「特許審

査の取組（情報関連）」として審査部に周知し、年度

当初には、前年度の審査部における情報施策を総括

して、「特許審査の取組報告（レビュー）」として、

審査部に公表しています。情報委員会は、情報施策

の実際の企画立案について、担当する原課の担当者

に、情報ツール等のユーザーである審査官の代表と

して助言を行い、原課の各班の施策に反映させるこ
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各班が何をしているかよく分からず、情報委員会に

出席して議事を聞いていても、何がポイントなのか

判然としませんでしたが、数か月が過ぎた頃から、

各班の目標と、それぞれ取り組んでいる施策の内容

を徐々に理解できるようになり、目の前で審査部

の情報施策が決められる場に立ち会える面白さを

感じることができるようになると共に、審査部の

情報施策に関して俯瞰的な知識を得ることができ

ました。

　また、情報委員会における様々なロジの経験を通

じて、未だに完全にできているとは言えませんが、

上司の言葉を表面上だけで捉えるのではなく、相手

が本当に求めているものは何か考えて仕事をする

ことの大切さや、業務に適切な優先順位をつけて、

重要な業務に関しては、十分な時間を割いて、ある

べき姿をたゆまずに追求していく大切さを学びま

した。

4.併任経験を通じて得たもの

（2）サーチガイドライン
　審査部では、同じ技術分野を担当する審査官の

間で、当該技術分野のサーチに必要な最低限の知

識や考え方を共有し、これにより新規分野担当者

でも早期に着実なサーチができるようにするため

に、最低限調査すべき範囲や留意事項等をまとめ

た資料である「サーチガイドライン」を、技術分野

別に作成する取組を行ってきました。この取組に

関連し、情報委員会幹事として、サーチガイドラ

イン作成状況を逐次正確に確認して、審査部に共

有する業務を行いました。この業務については、

作成されるサーチガイドラインのファイル数が膨
大だったこともあり、下記の 4.に記載の通り、自

動化を行うことによって、大変効率化することが

できました。

（3） 新しい審査支援ツールに関する検討や試作
ツールの設計

　現在、審査部で使用されている審査支援ツール

「アトラ」の試作ツールの検討や実装に携わりまし

た（〜2017年3月）。審査官の日々の審査業務にお

ける課題を抽出し、それを解決するために具体的に

どのようなツールを考案して、実装していくかのプ

ロセスについて、試行錯誤を重ねながらも一通り経

験することができ、大変勉強になりました。また、

ツールの作成に際して、人手不足が見込まれたた

め、従来の枠組みの中で、技術力のある非常勤職員

を追加的に雇うために、関係部署と調整して、新た

に審査企画室でも技術アドバイザを採用すること

としました。そして、そのリクルートについても、

母校の研究室に依頼したり、審査部の後輩の協力を

得たりして、無事優秀な学生を採用することができ

ました。

（4）その他

・「 サーチ戦略wikiの整備状況、wikiに掲載するこ

　その他の業務として、下記のものが挙げられま

す。特に、部内会議資料を作成し、情報委員会、首

席会、（及び、合同部長会）のプロセスを経て、審査

部に部内流しを行ったことは、大変良い経験になり

ました。

・「 サーチ戦略wikiの作成状況・整備計画の更新等
の依頼について」の部内会議資料作成（2017年2

月）

とが有益と考えられる情報、及び、好適事例の紹

介について（報告）」の部内会議資料作成（2017

年3月）

・「 特許技監賞について」（平成30年度特許技監賞

の最初のアナウンス）の部内会議資料作成（2017

年7月）

・ 情報連絡会・拡大連絡会用の「情報委員会スケ

ジュール」の取りまとめ（月1回）

・ データベース調査員採用時のロジと面接同席（最

大年4回）

・新任データベース調査員の研修講師（最大年4回）

・部長会レビュー（公開後解析）資料作成（毎月）

・市販の明細書読解支援ツールの機能検証

・ 新しい検索手法に際して、大学講師へのヒアリング

等。

着任当初、審査システム企画班以外の原課の関係

（1）事務仕事のやり方
　併任前には、あまり意識しなかった、スケジュー

ル管理、段取り、メール、電話、資料準備、ホウレ

ンソウ、文章構成について、併任期間中に学ぶこと

ができました。
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　審査システム企画第二係は、情報委員会や各種の

問い合わせを通じて、調整課、情報システム室を問

わず、原課の多くの班から情報を得ることができる

ので、審査部の情報施策に対する知識や、審査に関

する情報システムの知識を増やすことができまし

た。また、審査システム企画班が提供するツールの

メンテナンスや、「アトラ」の企画段階に携わってい

た際には、プログラミングに関する知識を得ること

もできました。

（ウ）情報の整理について
　情報委員会幹事が把握しておくべきにもかかわ

らず、上司から聞かれてすぐに答えられないことが

多かったので、内線番号や、継続されて審議されて

いる議題に関する資料を一か所にまとめて聞かれ

た際にすぐに取り出せるようにしておきました。こ

れらの資料一覧は、後任にそのまま引き継ぐことが

できました。また、上司や情報委員会等で問われそ

うなことを事前に想定して、資料を準備したり、予

め関係各班に問い合わせをしておいたりすること

も覚えました。

（2）知識の拡充

（ア）スケジュールとTo-Do管理について
　5年半行っていた審査業務は、毎月定められた量

の仕事をこなしていくために、高い自己管理能力が

求められるものの、他者の仕事との兼ね合いで突発

的なスケジュールが入ってくることは少なく、基本

的には、それ程スケジュール管理を意識しなくても

業務を進めることができる面がありました。しかし

ながら、併任期間中は突発的なスケジュールが入っ

てくることで、その調整のために、現状の予定や

To-Doをすぐに上司に説明できなければならない場

面が多々あり、どのようにスケジュール管理をして

いくかが課題となりました。

　最終的には、（ⅰ）10分以内で終わる短時間の仕

事は受けてすぐに終わらせ、タスクにしないこと、

（ⅱ）他者を巻き込む仕事は、最優先で行うこと、

（ⅲ）To-Doまで分解できない仕事は、やっている

最中に他者の協力が必要となる可能性があるので、

To-Doに分解できるようになるまで、最優先で調べ

ることの 3点を基本として、その仕事の重要性や、

もしできなかったら何が起こるかを勘案して、スケ

ジュール帳（兼To-Doリスト）に着手順を記載し、

上司から手が空いているか聞かれた際は、すぐに答

えられるように常に準備していました。また、当班

や情報委員会のすべき仕事の範囲を意識して、当班

が取り組むべき業務かどうか不明な際は、上司と相

談する癖をつけました（上司に相談せず、勝手に仕

事を増やさない）。さらに、仕事やプライベートで、

スケジュール帳を分散させず、一か所にまとめるこ

とや、スケジュール上、どうしてもできない仕事

は、受ける前に上司に相談して、締め切りを調整し

てもらうこと等を覚えました。

（イ） メールと電話について
　併任期間中は、メールや電話等で他部署から仕事

の依頼や問い合わせを受けますが、依頼された仕事

や問い合わせについて、相手に何を聞いておくべき

かについても学びました。

　着任当初は、（ⅰ）締め切りや具体的なゴールが不

明なのに更問をしなかったり、（ⅱ）着手して進める

には情報が足りなかったり、情報を集めるのに物凄

く手間がかかる状態なのに、あまり考えずにタイト

な締め切りで仕事を受けてしまうことがありまし

た。そこで、締め切りやゴールについて更問を行う

ことや、複雑な手順の仕事については、一度資料を

送ってもらい、検討することを覚えました。

　また、問い合わせについても、情報が足りないま

ま検討して、何度も五月雨式に問い合わせ元に尋ね

ていましたが、併任の後半は、尋ねることを聞き漏

らさないように、問い合わせの類型ごとに注意して

応対をしました。

（ア）審査部の情報施策に関する情報知識
　上述のとおり、情報委員会に毎回出席し、年度末

や年度当初に特許審査の取組や取組報告の原案を

作成することにより、関係各班の目標と現在取り組

んでいる施策について知ることができ、また、審査

部の情報施策で何が問題となっているのかを理解

することができました。このように、審査部内の情

報施策を俯瞰的に見ることができた経験は貴重な

財産となりました。

（イ）審査に関する情報システムの知識
　上述のとおり、審査部からの問い合わせに回答す
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（ウ）プログラミングに関する知識 
　併任前は、CGIやJavaScriptからなるWEBシステ

ムについて、実際にどのように構成されているのか

分からず、何をすればサービスを提供できるのかに

ついて知見がありませんでした。しかしながら、「ア

トラ」の企画段階に携わっていた際に、庁内Data�

Ware House（以下、「DWH」という）から取得した

データを、PerlによるCGIで呼び出し、json形式で

呼び出し元に提供するAPIを、調整課のデータベー

ス調査員と相談しながら開発したり、jQueryのよう

なJavaScriptライブラリを使用した試作Webページ

のコードを読んだりしながら、Webシステムの作成

について、一通り学ぶことができました。特に、審

査に関する様々なデータを取得可能なデータベース

である庁内DWHについて、テーブルの定義の調べ

方や、どのようにテーブルを結合すれば目的の情報

を取得することができるのかを学べたことは大きな

収穫でした。また、企画段階において、調整課が提

供している審査に関する情報システムを調べること

によって、庁内のイントラネット等において、特許

分類や検索履歴等の情報で取得できるものが何であ

り、それがどこに格納されているかも覚えることが

できました。さらに、審査部から、調整課提供シス

テムのエラーを指摘された際、データベース調査員

が書いたコードについて、実際に、一行ずつチェッ

クしながらエラーの箇所を探すことで、それぞれの

システムが、どのように実装されているかのテク

サーチや起案等の業務において、決まったやり方の

中で、より効率を上げる工夫することはできます

が、原課では、課題や目的を押さえておけば、上司

と相談して、そもそも業務自体を変更したり、場合

によっては廃止したりすることも重要だというこ

とを上司に教えていただいたことがとても印象に

残りました。併任前は、与えられた業務をただ我武

者羅に行う傾向がありましたが、併任によって、思

考停止に陥らず、効率的に行う方法はないかを常に

考え、さらに一歩進めて、本当にこの業務が必要か

否かを検討する姿勢も学ぶことができました。ま

た、それぞれの業務について、「何のために」、「どん

な手順で」やるべきかを押さえることが、業務を効

率化するポイントだということを学びました。

（ア） 自動化によって改善した業務
　最も力を入れた業務の1つは、サーチガイドライ

ンの集計方法の改善です。サーチガイドラインは、

審査部から約1400個という大量のファイルが提出

されるものですが、当初は名称のルールが統一され

ていない提出ファイル（“docx” 等）について、1件1

件ファイルを開いてチェックしていたため、チェッ

ク時間が 1件あたり 2〜3分かかっており、膨大な

手間と時間がかかっていました。また、チェックに

際してミスも起こりやすく、提出物の数え直しが頻

発し、当班の先輩にも手伝ってもらっても期限に間

に合わないという事態に陥っていました。

　そこで、上司の指導の下、ツールを作成して自動

集計することになったのですが、ツールで自動集計

するためには、どうしても提出ファイルの名称を平

仄に沿って記載してもらわなければならず、それぞ

れの項目の必要性について、審査部に不必要な手間

をかけさせるものではないか、かなり厳密な検討を

要しました。また、人手チェックのシステム化の際、

誤って記載したものを、そのままノーチェックで素

通ししないよう、記載の誤りパターンの収集やその

対策も慎重に行い、さらに事前に定めたフォーマッ

トに1つでも適合していないものは、目視でチェッ

ることにより、クラスタ検索システムや V2システ

ム等の既存の情報システムに関する知見や、これら

のシステムで起こりやすいエラーについての知識

を得ることができました。また、開発レビューに参

加することによって、情報システム室がシステムベ

ンダと協力して、どのように開発を行うかを垣間見

ることができました。これらの経験は、併任解除

後、審査官として審査を進める際に、自分や周囲の

審査官の情報システムのエラーを解決することに

も役立ちました。

ニックも学ぶことができ、大変有意義でした。

（3）業務改善
　併任期間中で最も印象に残った仕事の 1つは、

様々な業務改善を行ったことです。審査部では、

クできるようにエラーを表示するようにしました。

　その甲斐もあってか、新ルールを審査部に周知さ

せていただき、自動集計ツールを作成した後に提出

してもらったサーチガイドラインは、ツールを起動

するだけで自動的にカウントすることができるよ
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サーチガイドライン進捗確認表（審査部に共有するファイル）

サーチガイドライン 自動集計ツール図 4

図3

（イ） 「見える化」をして整理した業務

　審査システム企画班では、日に何度も審査官から

問い合わせがあり、業務の中でも負担が重かったの

ですが、以前は、問い合わせ応対記録以外に、検索

できる媒体がありませんでした。応対記録では、実

際にどう回答したかは分かるのですが、調べ方自体

（具体的に、最初に誰に問い合わせて、どのように

考えるか）は、先輩から考え方を教えていただく以

うになり、数時間かかっていた作業が、数分に短縮

することができると共に、頻発していたミスも無く

すことができました。この出来事によって、特に繰

り返し業務のシステム化の重要性を強く認識しま

した。

　この経験から、部長会レビュー資料（公開後解析）

についても、自動作成マクロを開発しました。部長

会レビュー資料（公開後解析）は、公開後解析によっ

て、審査室に負荷がかかりすぎていないかをチェッ

クするためのものであり、審査推進室から送られて

くる数値（約200個）を以前は人手でセルに入力し

ていましたが、多数の数値の入力により、ミスを誘

発しやすいものだったので、業務のシステム化の考

え方が身についたあとに、すぐにマクロ化しまし

た。同時に、正規表現を利用して、情報委員に当該

資料の結果を周知するメールもマクロで自動生成

するように変更しました。

　審査部に戻ってからも、特許査定便利ツールと称

して、DWHのデータを用いて、廃止FIを現行の別

のFIに変換するツールを作成する等、自動化によっ

て業務を改善する思想は自分の血肉になったと感

じています。

外に、習得する方法がありませんでした。そこで、

後任への引き継ぎを見越して、調べ方や必要な知識

をまとめたマニュアルを作成すべく、電話全件に対

する問い合わせ応対の記録を1か月半継続して記録

し、全件を項目別に分け、それぞれの項目別に、知
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 問い合わせ応対マニュアル（青字は、ハイパーリンクになっており、HP やマニュアル内の該当箇所にジャンプ可能）

問い合わせフローチャート（スタート、審査官向け）

スタート

問１．誰からの問い合わせか？

審査部管理職 審査官 原課 外部

【１】 【３】 【４】

問２．何に関する問い合わせ

庁内システム（Ｖ２、ＲＯ、検

索、照会）、引用非特許文献

それ以外

派遣

【２】

問３．出願番号を

聞いておく

中 韓 翻

訳・検索

シ ス テ

ム

イント

ラネッ

ト関連

ＤＢ調

査員

ＰＣ移

設

外れ玉

か検討

引用非特許文献 Ｖ２、ＲＯ、検索、照会

２、ＲＯ、ワンポータルドシエ）か、特実検索システム係長（検索、照会）にメー

ルで問い合わせる。（文例はこちら。）情シスへ問い合わせる前に、①審査官名・所

属・内線番号・②審査官コード・③使用端末番号・④事象が起きた日時・⑤今も事

象が続いているか？・⑥他の人で同様の事象が起きたか？・⑦事象が起きた際の詳

しい操作・⑧再起動をしても直らなかったか？・⑨他の端末でログインした場合に、

同様の事象が起こるか否か？についてメールに記載する。

併任設定依頼

【概要】

Ｖ２の併任設定の問い合わせはシス企班になっている。（平成○○年○月○日リリース：

リリースペーパはこちら。１１．併任設定機能について） 解除の問い合わせがたびたび

あったので、企画室内で相談し、併任設定／解除依頼書を作成して使うことになった。場

所はこちら（情報イントラネット－その他－併任設定／解除依頼書）。

【質問の類型】

Ｑ１．併任設定依頼はどこにあるのか？提出方法はどうするのか？

Ａ１．併任設定依頼は、こちら（情報イントラネット－その他－併任設定／解除依頼書）

にあります。フォルダ内の例の通り記載をお願いします。記載が終わったら、ＩＪ

系の組織メール に、送付して下さい。

外部からの問い合わせ

【概要】

特許庁ＨＰ内のお問い合わせ先一覧（こちら）を見て対応する。

主な転送先は、下記の通り。

○ 一般的な特許に関する相談：○○法人 △△ ××部（内線：□□□□）

○ 閲覧に関する相談：□□課 ○○担当（内線：△△△△）

○ Ｊ－ｐｌａｔｐａｔの使い方：Ｊ－ｐｌａｔｐａｔヘルプデスク（０３－××××－

××××）

図 5

　また、新任の情報委員に対して、（ⅰ）「情報委員

会に関係する各班の主な業務と問い合わせ先」、

（ⅱ）「1年間に、定例で入る議題のスケジュール感

と取組との関係」が「見える化」されておらず、質

問がある際は、五月雨式で他の委員や幹事が回答し

ていたので、こちらも「見える化」して新任の委員

に配布するように業務を変更しました。

　さらに、2000年から� 2017年当時までに、審査

企画室で作成したツールの一覧を時系列順に並べ

た資料（機能が重複しているツールや、必要だが手

（ウ）  手順を変更して効率化したり、廃止したりし
た業務

　いくつかの業務については、不合理な業務の手順

であったために、問い合わせが発生していたことが

わかったので、業務の進め方自体を変更して問い合

わせ数の削減に取り組むことになりました。例え

ば、非特許文献蓄積に関する同様の質問が多かった

ところ、頻出の Q＆Aを、INPITから審査部に送付

するメールに予め記載しておくように調整したこ

とによって、問い合わせ数が激減しました。

　また、PCTの再起案依頼は、通常国際出願室から

電話で依頼するところ、PDF変換エラーの再起案依

識と考え方を整理して、マニュアル化を行うことに

なりました。その際、上司からパレートの法則（あ

る事象の2割が、全体の8割をカバーするという法

則）の考え方を教えていただき、マニュアルを記載

する際は、特に最頻の2割の項目に関して、しっか

りと記載を行いました。

が付けられていない機能を「見える化」する）や、

各検索システムの使用統計を一覧としてまとめた

り、審査部ポータルサイトや情報イントラネット内

の各項目別にクリックカウンタを設置してカウン

トした資料（使用されていないシステムやコンテン

ツを「見える化」する）を作ったりしたのですが、

これらについては、具体的な業務改善に結び付く前

に併任期間が満了してしまいました。

頼に関してのみ、審査システム企画班から、再起

案依頼をメールで送付していました。国際出願室

では、PDF変換エラーの再起案の際の操作が説明で

きないため、そのような運用になっていると考え

られたため、再起案の際の操作方法をイントラネッ
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　新任委員レク用資料（原課の担当各班が定例で入る議題が月単位でわかるもの）

profile
石川 雄太郎（いしかわ ゆうたろう）

2011年 4月 特許庁入庁（特許審査第四部伝送システム）
2014年 4月 審査官昇任
2016年10月  審査第一部 調整課 審査システム企画班 審査

システム企画第二係長
2017年10月 審査第四部伝送システム
2018年 7月より現職

図 6

トに掲載し、操作方法の問い合わせ先は審査シス

テム企画班にした上で、他の再起案依頼と同様に、�
派手さはないものの、コツコツと審査官を支援する

業務の大変さと大切さ、さらに、仕事の際に相手の

意図を組むことの必要性や、漠然と業務を行うので

はなく、業務改善によって、業務自体を効率化する

ことの重要性について認識することができました。

　本稿は、一回目の併任審査官の一体験を率直に記

載したものになりますが、併任前の若手審査官の皆

様をはじめとして、特技懇会員各位に、少しでもお

役に立てる部分があれば幸いです。

　末筆ながら、特技懇会員各位の今後のご活躍をお

祈り申し上げますと共に、編集長はじめ、編集員の

皆様に寄稿の機会をいただき、厚く御礼申し上げ

ます。

PDF変換エラーの再起案依頼についても国際出願

室から直接審査官にメールを送ってもらうように

調整することで、業務全体を効率化することがで

きました。

　さらに、毎回出席することが必須ではないと思わ

れた会議について資料配布のみとするようお願い

したり、審査部から依頼された併任設定について、

併 任 設 定 だ け で な く 解 除 も 依 頼 で き る よ う に

フォーマットを変更したり、特定システムのパス

ワード管理について、その必要性を精査し、カウン

ターパートと合議して取りやめたりしました。

5. おわりに

　本稿においては、審査システム企画第二係長・情

報委員会幹事の業務の紹介と、私が併任経験を通じ

て得たものについて述べさせていただきました。

　審査システム企画第二係長・情報委員会幹事を経

験することで、連絡調整等の事務仕事のやり方を覚

えられただけでなく、審査部における情報施策の知
識や、システムベンダと協力する大規模なシステム

開発から、庁内の内製システムまで、審査に関する

情報システムの知識を広く得ることができました。

その他、プログラミングの知識や、業務改善の手法

も学ぶことができました。これらの経験を通じて、
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